
2025年度（令和7年度） 第4回 藤沢市ケアラー支援協議会 次第 

 

 

日 時  2025年（令和 7年）10月 22日（水） 

10時 30分から正午まで 

会 場  藤沢市役所分庁舎 2階 

活動室 1・活動室 2及びオンライン 

 

 

１ 開 会（5分_10：30～10：35）※（ ）内は、目安時間 

（1）開会 

 

（2）資料及び委員の出席状況確認＜資料 1＞ 

 

（３）前回議事録の確認＜資料 2＞ 

 

 

２ 議 題（45 分_10：35～11：50） 

（1）第 3回協議会の確認について＜資料 3＞ 

 

（２）（改）【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について＜資料 4＞ 

 

（３）パブリックコメント及び議会報告等について 

ア パブリックコメント及び議会報告について＜資料 5＞＜資料 6＞ 

イ 子どもへの意見聴取について＜資料 7＞＜資料 8＞ 

 

（4）その他 

  ア 「つながり AIチャットふじさわ」について＜資料 9＞ 

  イ 10/25号広報ふじさわについて 

  ウ 図書館展示について 

  エ その他 

 

 

３ 閉 会（10 分_11：５０～１２：０0） 

（１）事務連絡 

 

（２）閉会 

 

 

 

 



＜資料等＞ 

資料 1 2025年度（令和 7年度）藤沢市ケアラー支援協議会委員等名簿 

資料2 2025年度（令和7年度）第3回藤沢市ケアラー支援協議会議事要旨（案） 

資料 3 第 3回協議会のおさらい 

資料 4 改 2_【仮称】ケアラー支援推進計画（素案） 

資料 5 パブリックコメント及び議会報告について 

資料 6 パブコメ_チラシ兼意見書_ケアラー支援推進計画（案） 

資料 7 わかりやすい版_【仮称】藤沢市ケアラー支援推進計画（素案） 

資料8 子ども・若者の声で藤沢市のみらいを創る オンラインプラットフォーム「かわ

せみボイス」始動！！ 

資料 9 24 時間いつでもつながれる傾聴型生成 AI「つながり AI チャットふじさわ」

実証実験開始 

 

 

【次回開催】 

日 時  2026年（令和 8年）1月 13日（火） 

10時 30分から正午まで 

会 場  藤沢市役所本庁舎 8階 

8-1・8-2会議室及びオンライン 

 

以 上 



資料１

№ 氏 名 （ 敬 称 略 ） 選 出 母 体 等
選出区分

【規則第5条】

1 大西　剛 藤沢市地域包括支援センター連絡協議会

2 長岡　豊和 藤沢市居宅介護支援事業所連絡協議会

3 深見　勝弘 藤沢市障がい児者ヘルパー事業所連絡会

4 山田　大悟 特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク

5 和田　健太郎 藤沢市精神障がい者地域生活支援連絡会

6 大慈　めぐみ 藤沢市訪問看護ステーション連絡協議会

7 北野　範之 藤沢市社会福祉協議会　CSW総括

8 松本　眞理子 藤沢市民生委員児童委員協議会

9 後藤　智子 小学校長会（天神小学校）

10 大川 千幸 中学校長会（高倉中学校）

11 伊草　光一 若年性認知症本人と家族の会『絆会』

12 樅山　枝里 ひとりやないで！～統合失調症の親と向き合う子向け家族会～

13 中澤　美子 チャレンジⅡご家族向け日中活動事業

14 田中　誠実 藤沢商工会議所 市内企業に属する者

15 興邊　義人 湘南地域連合 労働者団体に属する者

16 青木　由美恵 関東学院大学看護学部 学識経験のある者

№ 氏　　名 所　　属

1 井出　猛 福祉部　福祉事務所　兼　生活援護課

2 田口　真由美 福祉部　障がい者支援課

3 山中　信正 福祉部　高齢者支援課

4 黒坂　稔之 教育部　教育指導課

№ 氏　　名 所　属　等

1 古郡　亘幸 福祉部長

2 横田　隆一

3 髙橋　伸明

4 宮治　亮子

5 木村　雄介

6 上村　光代

7 鎌田　実

8 高比良　幸加梨

9 鎌田　雄太

10 鈴木　憲二郎 福祉部　福祉総務課

2025年度（令和7年度）　藤沢市ケアラー支援協議会委員等　名簿

関係機関及び民間支援団体
に属する者

ケアラーまたは元ケアラー

福祉部　地域福祉推進課

＜委員＞

＜オブザーバー＞

＜事務局＞



資料１

11 青木　武彦

12 飯田　達彦

13 鶴井　真保 子ども青少年部　こども家庭センター

14 中村　佳奈 健康医療部　保健予防課

15 吉澤　宏直 経済部　産業労働課

16 髙瀬　有希 教育部　教育総務課

福祉部　福祉総務課
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２０２５年度（令和７年度） 第3回 藤沢市ケアラー支援協議会 議事要旨（案） 

 

Ⅰ．開催概要 

１ 開催日時  ２０２５年（令和７年）8月 5日（火） 

午前 10時３０分～正午 

２ 開催場所  藤沢市役所本庁舎 8階 8－１、8－2会議室及びオンライン 

３ 開 会 （５分_10：30～10：35）（※（ ）内は、目安時間 

（１）開会 

（２）資料及び委員の出席状況確認 

（３）前回議事録の確認 

4 議 題 （75 分_10：35～11：５０）  

（１）第 2回協議会の確認について 

（２）【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について 

（３）ケアラー支援に資する各機関及び団体等の活動について 

（4）その他 

   ・産業労働課からの情報提供 

５ 閉 会（１0 分_１1：50～１2：00） 

（１）事務連絡 

（２）閉会 

 

Ⅱ．会議の概要（議事要旨） 

１ 開会 

事務局の司会進行のもと、資料確認、参加者の確認を行った。 

２ 議題 

議題（１）第 2 回協議会の確認について 

 ア《資料３について事務局より説明》 

 イ質疑応答 ⇒ 特になし 

議題（２）【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について 

ア 《資料４について事務局より説明》 

イ 意見交換 

【青木会長】 

 素案につき、気になる点等の意見を聞きたい。 

【深見委員】 

資 料 ２
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 結婚や子育てと、直接的に書かれているので、20 代、30 代でこうしなければいけ    

ないようなイメージを持たれると良くないと思う。 

【青木会長】 

 ライフステージの表現が年齢で固定的に見えるため工夫が必要。 

【樅山委員】 

 ヤングケアラーの黄色部分は小学生以下も該当すると考えている。 

【青木会長】 

 ヤングケアラーの範囲を幼稚園時代まで矢印で示す形でどうか。 

【樅山委員】 

 そのような表記で良いと思う。 

【青木会長】 

 図の軸を垂直に二本つなげる形に修正しました。 

【大川委員】 

 就職や中学進学できない子どももいる現実があり、結婚・子育ての記述は厳しく感じ

る人もいる。 

【山田委員】 

 医療的ケアが必要な子どもの親は既存のケアラー分類に入りにくい。 

【青木会長】 

 ケアラーは誰でも一生のうちなる可能性があることを伝えたいが難しい。 

【北野委員】 

 イメージ図だけでは表現しづらい部分があり、補足説明が重要。 

【和田委員】 

 母親の介護や障がい者兄弟の世話など多様なケアラー像があり、表は分かりやすい

が折り合いが難しい。 

【青木会長】 

 補足説明文を充実させ、当事者自身もケアラーだと気づかない人が多いことを伝え

るべき。 

【大慈委員】 

 「ダブルケアラー」は、子育てや介護、一人っ子で両親の面倒を見る人も含まれるの

で、範囲を狭く考えすぎないほうがよいのではないか。 

【青木会長】 

 ダブルケアラーの事例の充実、連携の幅が見えるなど、藤沢としての具体的な取組

は重層的な連携をしてものの見える形を表現する場でもあると思うが、事例案として上

がっているが、気づいたことなどないか。 

【北野委員】 

 全てを網羅することは難しいと思う。事例をうまく活用して、できたらよいと思う。 

【青木会長】 
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 視点についてあがっているもので、ある程度いろいろなことが見えるか。支援している

実感としてどうか。 

【北野委員】 

 関わった事例を上げていくのか、意図的に否定を広げながら、いろいろなケアラー支

援の視点を設けた方がよいのか、実際のものを掲載するイメージなのか。 

【事務局】 

 仕事で関わっている方、生活指導として経験している方々がこの会議にはたくさんい

るので、実際のケースに基づいて多少加工することが出てくるかもしれないが、リアリテ

ィがあるものを乗せていきたいと思う。 

【北野委員】 

 事例は成功例だけでなく反省点も取り上げ、振り返りやすい内容にすべき。 

実践的に思い楽しむ事例を作っていくプロジェクトチームが組まれるか。 

【青木会長】 

 事例を出していただくような機会があるか。 

【事務局】 

 プロジェクトチームを組むことは難しいかもしれないが、これまで関わってきた代表的

な関係機関や市民の事例をいくつか共有したいと考えている。成功した点だけでなく、

うまくいかなかった点についても具体的に振り返り、どのような連携があれば改善でき

たかをまとめることで、今後必要な課題や対策が明らかになると考える。皆さんから情

報をいただきながら、適切な事例を選定し、その段階で個別に詳細を伺っていく形を想

定している。 

【山田委員】 

 事例を掲載する目的は気づきを促すことである。当事者にとっても関係機関にとって

も気づきとなり、ケアラーであることに気づかせる事例があれば、この計画の趣旨であ

る取り残さない社会の実現と深く結びつく。したがって、ケアラーが自分ごととして受け

止められるケースを選び掲載することが望ましいと考える。 

【青木会長】 

 事例の選定は、多様な関係機関や家庭の複雑な状況を具体的に示し、うまくいった

点や課題を明らかにすることが重要だ。これにより現状のできていること・できていない

ことが伝わり、前回の意見を踏まえた網羅的な視点を確保できる。今後の方向性は現

れる課題への対応にあり、活動状況や意見を継続的に共有しながら進めていきたいと

考える。 

【大西委員】 

 今後の方向性は福祉的視点にとどまらず、高齢者や家族と関わる中でキーパーソン

となるビジネスケアラーへの支援に重きを置くことが大事だ。企業文化や仕事の事情

で介護に専念することが難しい現実を踏まえ、その負担を和らげる仕組みづくりに気づ

きを促すことが重要である。 
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【大川委員】 

 外国籍というのではなく、外国につながるご家庭などの表現がよい。 

【山田委員】 

 ケアラー自身が気づかないことが多く、周囲は認識していても本人に自覚を促すこと

が課題となる。どのような働きかけや表現でその気づきを引き出せるかを模索し、具体

的な方法を示すことが望ましい。 

【青木会長】 

 本人は自分の困難を大したことと感じず、当たり前のことと思いがちだが、追い詰め

られる前に気軽に助けを求めていい。助けを受け入れることは決して恥ずかしいことで

はなく、嫌だと感じることを伝えることも自然で大切な一歩である。 

【樅山委員】 

 ６ページ、（イ）活動の指針の確認として、精神障がいをはじめとする障がいや認知症

に対する理解に努めと書いてあるが、今後、藤沢としての特徴として進めていくのかど

うか。精神に特化した取組は他の都道府県だと見かけない、あえて記載するという意

図は。 

【事務局】 

 藤沢市では精神障がい者の在宅支援について、地域生活支援連絡会を定期的に開

催し、支援のあり方を話し合っている。地域福祉推進課と樅山委員は、精神障がいの

ある親を持つ子ども世代の家族会や意見交換の場を設け、理解の難しい精神障がい

に対する家族の悩みを共有しながら、市として積極的に関わりを深めていくことをめざ

している。 

【樅山委員】 

 理解できた。 

【青木会長】 

 皆様にご協力をお願いしたい。 

 

  ア 《資料５について事務局より説明》 

  イ 意見交換 

【伊草委員】 

 認知症と診断される方のうち、若年性認知症はわずか 2%に過ぎませんが、多くの方

がどこに相談すればよいか分からず戸惑っている。私も経験しましたが、高齢者向けの

サービスと同じ扱いを受け、「デイサービスを利用したいのか」と言われることもありまし

た。働きたいという意欲はあっても、実際に続けるのは難しく、家に閉じこもることで家

庭内のすれ違いが増えることも少なくない。だからこそ、仕事や趣味など、外に出られる

場所を紹介してほしいと願っている。若年性認知症の当事者は仲間が少なく、仲間づ

くりが何より大切です。そのため、私たちは家族会を長く続け、会議も増えている。先日

の定例会では、新しい参加者に若年性認知症のコーディネーターが家庭訪問を申し出
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たところ、快く受け入れてもらえた。積極的に働きかける姿勢が重要だ。話しづらいこと

も多いが、同じ病気に関わる仲間だからこそ気持ちを理解し合える。若年性認知症の

方だけでなく、65 歳以上の方も家族会につながることで、安心して未来を歩んでいけ

ると信じている。 

【青木会長】 

 専門職の知識はまだ十分とは言えず、その人や年代に最適な支援へとつなぐ力も不

足している。いかに多様な活動や支援を周知し、確実に届けるかが生かされる鍵となっ

ている。 

【大西委員】 

 若年性認知症の方々からの相談はほとんどなく、福祉や医療の分野ではその周知が

十分に行われていない。社会資源は存在しても情報発信が不足し、活用されていない

現状がある。会議体の運営だけでなく、効果的な情報発信方法の工夫が求められる。

65 歳未満で介護保険の対象となった方々は、まだ若く働く意欲も強いため、画一的に

介護サービスを押し付けるのは適切ではない。サポートセンターは高齢者支援に偏ら

ず、障がい者相談支援事業所などとも連携し、多様なニーズに応える体制を整える必

要がある。 

【北野委員】 

 ケア対象者には主たる制度と担当が存在するものの、「私はあくまでその対象者の担

当」という意識が支援の限界を生んでいる。ケアラー支援のための制度整備は難しい

が、地域や関係機関が意識を変え、寄り添う姿勢を持つことで少しずつ補完できる道

が開ける。担当の枠を超えた連携と意識改革こそが、地域の安定と包括的な支援の

基盤となるべきだと日々願っている。 

【松本委員】 

 娘が小学校教員を務める中で、ヤングケアラーの存在を聞いた。4、5 年生の子ども

が家に帰り、家事を担うため学校を休むケースや、家庭訪問で家事に追われている実

態が明らかになった。これまで実感が乏しかったが、現代にこうした状況があることを深

く心に留めたい。スクールソーシャルワーカーの学校常駐は他市で進む一方、藤沢市

にはまだ導入されていない。だが、コミュニティソーシャルワーカーが学校との連携を少

しずつ築いており、今後の連携強化に期待が寄せられる。 

【深見委員】 

 ケアラー支援の要はフォーマルサービスの充実にあり、とりわけヘルパーの存在は重

要だ。彼らはケアラーに最も近い職種であり、多くの気づきを得られるが、介入の難しさ

も抱えている。ケア対象者の支援を主とする役割の中で、ケアラーに直接手を差し伸

べることは難しく、本人が介入を拒む場合も少なくない。管理者の時間的制約もあり、

支援の実践には困難が伴うが、それを理由に手をこまねくわけにはいかない。現場では、

具体的な対応方法や成功例を示すフローチャートのような指針が求められており、これ

があればヘルパーたちはより効果的にケアラー支援に取り組めるだろう。 
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【長岡委員】 

 ケアラーたちがこの内容に触れ、自らの救いとなることを感じることが何より重要であ

る。明確でわかりやすい表現が求められ、地域住民の理解を深める啓発活動や広報の

役割も大きい。ケアマネージャーが地域の通いの場で開催した介護用語の勉強会には

約 40 名が参加し、ケアラーの実情も共有された。こうした取り組みは、隣近所に潜む

潜在的なケアラーが自らの困難に気づく契機となり得る。今後もこのような活動の継

続が望まれる。 

  その他 産業労働課 情報提供 

 

３ 閉会 

（１）事務連絡 

【事務局】 

事務連絡。次回会議について 10月 22日水曜日午前 10時 30分から 

分庁舎２階活動室で開催を予定。 

（２）地域福祉推進課横田課長のもと、閉会。 



藤沢市
Fujisawa City

第3回協議会のおさらい

1

「キュンとするまち。藤沢」
公式マスコットキャラクター ふじキュン♡

資料３



藤沢市
Fujisawa City

2

１ 第3回協議会の内容

【協議事項】

◆ 【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について

◆ケアラー支援に資する各機関・団体等の活動の課題及び

連携先等について
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◆ 素案のライフステージ表現が年齢で固定的に見え、特に20～30代へ

の結婚・子育ての記述が誤解を招く恐れがあるため工夫が必要

◆ ヤングケアラーの対象年齢を小学生以下、幼稚園児まで広げる表記

修正案が出され、図の軸構成も変更された

◆ 医療的ケア児の親など、既存のケアラー分類に入れにくいケースがあ

るため、多様なケアラー像の反映と補足説明が求められる

◆ ダブルケアラーの定義は幅広く、限定的表現の見直しを要望事例掲

載は多様な家庭状況を具体的に示し、成功例だけでなく反省点も共

有し、気づきを促すことが重要

◆ プロジェクトチーム設置は難しいが、関係機関や市民の実例を共有し

課題抽出に活用予定

【意見交換内容】

2 【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について
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2 【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について

◆ 支援の方向性として、福祉視点に加え、仕事と介護を両立するビジネ

スケアラー支援に注力し、企業文化を考慮した仕組みづくりが必要

◆ 外国籍より「外国につながりのある家庭」などという表現が適切

◆ ケアラー自身の自覚促進が課題であり、気づきを引き出す具体的な

方法や表現を模索すべき。また、助けを求めることは恥ずかしいこと

ではなく自然な一歩と伝えるべき

◆ 精神障がいに対する理解促進を藤沢市の特徴的取組として明記。地

域生活支援連絡会や家族会を通じて精神障がい者やその家族支援に

積極的に関わる姿勢

◆ 全体的に補足説明や多様な視点、具体事例の活用による実践的で包

括的なケアラー支援計画の策定が望まれている

【意見交換内容】
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委員の方々からの多くの意見を反映できるように

次回協議会までにブラッシュアップ

2 【仮称】ケアラー支援推進計画（素案）について
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◆ 若年性認知症は全認知症の約2%だが、相談先が分からず戸惑う人

が多い。高齢者向けサービスと同じ扱いを受けることもあり、働く意

欲があっても継続は難しいため、仕事や趣味の場、仲間づくりが重要

◆ 専門職の知識や適切な支援へのつなぎが不足しており、多様な支援

の周知と確実な届け方が鍵

◆ 若年性認知症の相談は少なく、情報発信が不十分で活用が進んでい

ない。介護保険対象の若年層には画一的な介護サービスは不適切で、

障がい者支援事業所とも連携した体制整備が必要

◆ 支援担当者の枠を超えた連携と意識改革が地域包括支援の基盤で

あり、寄り添う姿勢が重要

【委員の方々が思うこと】

3 ケアラー支援に資する各機関・団体等の活動の課題及び連携先等について
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◆ ヤングケアラー（子どもが家事等を担う）の存在が学校現場で明らか

になり、スクールソーシャルワーカーの配置やコミュニティソーシャル

ワーカーとの連携強化が期待される

◆ ケアラー支援にはヘルパーの役割が重要だが、本人の介入拒否や管

理者の時間制約が課題。具体的対応の指針や成功例の共有が求めら

れている

◆ ケアラー自身が支援内容に触れ救いを感じることが重要で、分かりや

すい表現や啓発活動、地域住民の理解促進が必要。介護用語などに

ついての勉強会など地域の取り組みが潜在的ケアラーの気づきにつ

ながる

【委員の方々が思うこと】

3 ケアラー支援に資する各機関・団体等の活動の課題及び連携先等について
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1 計画の概要 

 

（1）計画策定の背景及び趣旨 

① 背景 

2025 年（令和 7 年）に団塊の世代全てが後期高齢者となり、2040 年（令

和 22 年）には団塊ジュニア世代が後期高齢者になります。高齢者や介護が

必要な人々の数が急増し、介護ニーズが高い 85 歳以上の高齢者が増加す

ることが見込まれ、家族の介護負担が増加する中、社会では依然として「家族

が介護するのは当たり前」という考え方が根強く残っています。特に、18 歳未

満のヤングケアラーと呼ばれる方々が存在し、ケアを行いながら将来のため

の時間を失っている可能性があることや、介護と仕事の両立が難しく、「介護

離職」を迫られる方々がいることも社会問題となっています。 

本市では、「老々介護」、「8050・9060 問題」、「ダブルケアラー」、「ヤング

ケアラー」、「若者ケアラー」及び「ビジネスケアラー」などの課題に直面する中、

複雑化・多様化した世帯のニーズに対応するため、世帯支援の視点から、ケ

アラー支援についても検討しております。 

今日に至るまで、社会的に孤立しやすい方、日常生活で困難や生きづらさ

を抱える方々が、既存の制度やサービスの対象外となる状況に対応すべく市

の各部門が連携し、重層的支援を提供する取組を推進しながら年齢や属性を

問わない包括的な支援体制の構築をめざしてきました。 

また、藤沢型地域包括ケアシステムの推進を掲げ、ケアラーに対する支援

を検討するとともに、国などとの情報交換を進めていく中で、一般社団法人日

本ケアラー連盟や大学等との協力の基、全国に先駆け、2016年（平成 28年）

に、市内小・中・特別支援学校の教員を対象としたヤングケアラーに関するア

ンケート調査を実施しました。 

一方、神奈川県では、2021 年（令和 3 年）に神奈川県ケアラー（家族介護

者）の実態調査が行われ、国では、子ども・子育て支援推進調査研究事業に

おいて 2020 年（令和 2 年）から 2022 年（令和 4 年）にかけて、ヤングケア

ラーの実態に関する調査研究が実施されました。 

コメントの追加 [鎌田 実3]: 誤字修正 



- 5 - 

 

このように本市、神奈川県、国においてケアラー支援に関する調査等が進

み、世の中でもケアラーへの関心が高まる中、2024年（令和 6年）12月の藤

沢市議会定例会において「ケアをされる人もする人も自分らしい生き方がで

きる藤沢づくり条例（以下「ケアラー支援条例」という。）」が、全会一致で可決

されました。 

ケアラー支援条例では、ケアラーに対する支援に関する基本理念を定め、

市の責務や市民、事業者、関係機関、学校等の役割を明確にし、ケアをされる

人もケアをする人もどちらもが大切にされ、夢と希望をもって健康で文化的な

自分らしい人生を送ることができる社会をめざしています。また、ケアラーの定

義や計画の策定、ケアラー支援協議会の設置、広報・啓発活動、早期発見の

重要性などが規定されました。 

② 趣旨 

社会構造・経済環境の変化、価値観の多様化、地域コミュニティへの関心

の希薄化など様々な要因により、先行きの見えない生活に対する不安が増大

している社会情勢の中、その影響を受け易い立場と考えられるケアラーへの

支援に関し、本市は、ケアラー支援条例の趣旨を踏まえ、その支援に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するため、【仮称】藤沢市ケアラー支援推進計

画（以下「ケアラー支援計画」という。）を策定することとしました。 

 

（2）計画の性格と位置づけ 

① 性格 

ケアラー支援条例の趣旨を踏まえ、市の責務及び市民等、事業者、関係機

関、学校等の役割や行動の指針、支援に対する考え方を記載します。また、藤

沢市地域福祉計画をはじめとする福祉分野の計画や、保健・医療、教育、経

済等関連する分野の計画と整合性が保たれるよう配慮します。 

② 位置づけ 

地域共生社会の実現に向け、ケアラー支援条例第4条の規定に基づき、ケ

アラー支援に関する施策を実施するための独立した計画として位置づけます。 

 

コメントの追加 [鎌田 実4]:  「ケアされる人もする人も自分

らしい生き方ができる藤沢づくり条例(以下「ケアラー支援条例」

という)」ケアラー等の定義が分かり易い表記なので、網掛けまた

は、太字でもいいと思います。【松本委員】 
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（3）計画の期間 

計画策定当初は、2026 年度（令和 8年度）から 2029年度（令和 11年度）

の 4 年間とします。2030 年度（令和 12 年度）以降については、地域福祉計画

の改定（予定）の時期に合わせ、3年ごとに改定していく予定です。 

 

（4）ケアラー等の定義 

ケアラー支援計画における各用語の意義は、次のとおりとします。 

①  【ケアラー】：高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家

族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日

常生活上の世話その他の援助（以下「介護等」という。）を提

供する者をいいます。 

②  【ヤングケアラー】：ケアラーのうち、18歳未満の者をいいます。 

③  【若者ケアラー】：ケアラーのうち、18歳からおおむね 40歳に達するまでの

者をいいます。 

④  【ビジネスケアラー】：ケアラーのうち、主として仕事をしている者をいいま

す。 

⑤  【ダブルケアラー】：「子育てと親や親族の介護」、「障がいのある子と親の

介護」など、同時に二つ担う者をいいます。 

⑥  【ケア対象者】：ケアラーから介護等の提供を受ける者をいいます。 

⑦  【市民等】：市内に居住する者、通勤する者及び通学する者をいいます。 

⑧  【事業者】：市内で事業活動を行う者をいいます。 

⑨  【関係機関】：介護、医療、教育、就労、児童・生徒の福祉、障がい者、障が

い児又は生活困窮者の支援その他これらに類する分野の業

務を行い、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能

性がある機関をいいます。 

⑩  【学校等】：関係機関のうち、ヤングケアラー又は若者ケアラーと関わり、又

は関わる可能性がある学校その他教育に関する業務を行う機

関をいいます。 

コメントの追加 [鎌田 実5]: 加筆修正 

コメントの追加 [鎌田 実6]: 広義の意味で捉えると、ダブル

ケアは複数のケアを行っていることだと認識しておりますが、現

在の表記だと「子育て」+「介護」だけがダブルケアと誤認されて

しまうのではないでしょうか。 （障がいのある成人した子と親の

介護、両親の介護、など）【山田委員】 

コメントの追加 [鎌田 実7R6]: ご意見のとおり修正 
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⑪  【民間支援団体】：ケアラー支援を行うことを目的とする民間の団体をい

います。  
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2 ケアラーを取り巻く状況 

 

（1）本市の少子高齢化の状況 

本市では 2030 年頃をピークに総人口が減少し、高齢化率は国の平均よりも

低いものの、高齢者の割合は増加傾向にあり、特に 2040 年には総人口に占め

る高齢者人口の割合が 33.0％になると予測されています。少子化の状況につ

いては、年少人口の比率は減少傾向が続いていますが、子育て世代の転入によ

り高齢化率が横ばいに抑えられている側面もあります。 
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【図表 藤沢市の男女別・5歳階級別人口ピラミッド】 

出典：2022年度（令和 4年度）藤沢市将来人口推計から引用。2020 年（令和 2 年）

国勢調査に基づく推計値｡各年 10月 1日現在｡ 

コメントの追加 [鎌田 実8]: 両親がいてもケアラーとなる状

況はあると思います。 

共働き世帯（共働きをしないと生活できない状況）、きょうだいが

多い家庭とケアラーの関係もあると、誰でも起こりえる身近な問

題になるかと。この項目ではなくても、そのような視点があると良

いかと思いました。【大慈委員】 

コメントの追加 [鎌田 実9]: それぞれの冒頭が「本市」

「藤沢市」となっているので統一したほうがいいのでは。

Ｐ１１（2）Ｐ１３（4）は藤沢市の状況なのか記載がな

く、（5）はおそらく全国の状況ではないかと思われるが記

載がないため、それぞれ記載したほうが、分かりやすいと

感じた。Ｐ１５（6）（イ）時期について、元号（平成 29

年）も併記したほうが良いと思う。（他の調査の表記とあわ

せるため）【こども家庭センター】 

コメントの追加 [鎌田 実10R9]: 本市・藤沢市について

は、本市に統一。（2）（4）については「本市における」、

（6）については「我が国の」を加筆。 

コメントの追加 [鎌田 実11]: 図表 藤沢市の男女別・5歳

階級別人口ピラミッドについては、要再確認。 

コメントの追加 [鎌田 実12]: 誤字修正 

コメントの追加 [鎌田 実13]: 誤字修正 
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① 本市の高齢化状況 

本市の 2025年 7月時点の高齢化率は 24.77％で、全国平均を下回って

いますが、県内では平均的で、特に湘南大庭地区では30%を超える高齢化率

となっています。市の将来推計では、2040 年には高齢化率が 33.0%に達し、

2050 年には 36.3％に上昇すると予測されており、今後も高齢化は継続する

見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 本市の高齢者人口】 

コメントの追加 [鎌田 実14]: 藤沢市の少子高齢化の状況、

１３地区ごとの高齢化率、要介護・要支援認定者の増加もこれか

ら危惧されるところだと思います。【松本委員】 

コメントの追加 [鎌田 実15]: 全国と比較しているが、再

確認下回っている可能性あり【青木委員】 

コメントの追加 [鎌田 実16R15]: ご意見のとおり、全国の高

齢化率は約 29.4％で、記載間違いでした。修正しました。 
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② 要介護度別認定者の割合の推移と見通し 

本市の要介護・要支援認定者数は 2023 年（令和 5 年）に 22,246 人で、

今後も増加し 2026年（令和 8年）には 24,597人、2050年（令和 32年）に

は 44,383人に達すると推計されています。高齢者人口の増加に伴い認定者

数も年々増加傾向にあり、介護度別でも幅広い層で増加が見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図表 本市の藤沢市の要介護・要支援認定者数の推移】 

出典：「いきいき長寿プランふじさわ 2026」を一部改編 




